
建築法体系勉強会における論点整理事項と進め方（案） 

 
① 建築物の質の確保に向けた基準体系のあり方（新技術の導入等の円滑化、国際整合化の方向） 

② 整備段階における質の確保を担保する仕組みのあり方（手続（含資格制度）、事業者規制） 

③ 利用段階における質の確保を担保する仕組みのあり方（手続（含資格制度）、事業者規制） 

④ 建築物の質の向上に向けた専門家の資質確保方策、情報の非対称性解消方策等のあり方 

論点整理事項 
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進め方（案） 

日付（回） 内容 

  H23.5.13（第２回）    委員意見表明（検討会の検討事項、進め方等） 

  H23.７月 （第３回）   論点整理事項①の検討（必要に応じ委員意見表明を継続） 

  H23.９月 （第４回）   論点整理事項②の検討 

  11月 （第５回）   論点整理事項③の検討 

H24.１月 （第６回）   論点整理事項④の検討 

  H24.３月 （第７回）   ①～④等に係る全体論点整理 
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建物所有者（含SPC） 

管理運営主体 
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建築活動の各段階における建築主事・指定確認検査機関・特定行政庁の関与 

【モノに係る直接規制】 
新規整備段階 

確認 

ストック段階 

中間検査 完了検査 

〈設計〉 〈着工〉 〈工事完了〉 

建築主事又は指定確認検査機関 
に対し建築主が確認・検査手続
を申請 
 

（所有者等） 

○適法な状態の維持努力義務 
（全建築物） 

○定期報告 
 特定行政庁が指定する 
 一定の建築物・建築設備に

ついて資格者に調査・検査
させ、結果を報告する 

○増改築、移転、大規模の
修繕・模様替 

（小規模建築物以外） 

○特殊建築物への用途変更
（100㎡超の場合） 

（特定行政庁※） 

○報告徴収 
 
○立入検査 

使用
開始 

再度、確認・検査手続が必要 

再度、確認が必要 
（中間検査は不要、完了検査に代えて届出） 
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※原則として、建築主事
を置く市町村の区域で
は市長村長、その他の
区域では都道府県知事。 

○違反建築物
に係る是正
措置の命令 
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